
2019年６月11日

82

（証券コー 　5918）

半田 明 一 目１番地

瀧　上　晶　義

　 は 別のご 配を り、 くお しあ ます。

　さて、当社第82 定時株主総会を下 のとおり開 いたしますので、ご出

くださいますようご通 しあ ます。

　なお、当日ご出 願えない場合は、 によって議 を行 することがで

きますので、お手数ながら後 株主総会参考 類をご検討くださいまして、同

の議 行 に議案に対する賛 をご表 いただき、2019年６月26日

（水 日） 後５時20分までに するようご くださいますようお願い

しあ ます。
　具

１ 　　  　2019年６月27日（ 日） 10時

２ 　　  　名古屋 中 目２番５号

 　　　　　　　  電 会 　イ ント ール（５ ）
                              （末 の会場ご案内 をご参 ください。）

３
　 　１　

　　　　　　２　

　 議

　　第１号議案　剰余金の処分の

　　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の

　　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の

　　第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の
 以　上　

第82期（  2018年４月１日 至 2019年３月31日）

事業報 の内 、連結計 類の内 ならびに会計監査人

および監査等委員会の連結計 類監査結 報 の           

第82期（  2018年４月１日 至 2019年３月31日）

計 類の内 報 の

1  当日ご出 の は、お手数ながら同 の議 行 を会場受付 ご 出く
ださいますようお願い しあ ます。             

2  株主総会参考 類ならびに事業報 、計 類および連結計 類に修正をすべ
き事 が生じた場合は、インター ト上の当社 イト

   （ ）に修正後の事項を させていただきます。
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株主総会参考書類

議案および参考事項
　第１号議案　剰余金の処分の件

　　 　当期の剰余金処分につきましては、安定的な配当を継続的に実施すること

を基本方針としつつ、業績の推移および今後の事業展開等を総合的に勘案し、

以下のとおり期末配当およびその他の剰余金を処分をさせていただきたいと

存じます。

　　１．期末配当に関する事項

　　　⑴　配当財産の種類

　　　　　金銭といたします。

　　　⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　　 　当社普通株式１株につき金50円　　　 配当総額　　110,105,350円

　　　　 　なお、中間配当金として１株につき金50円をお支払いしております

ので、当期の年間配当金は１株につき金100円となります。

　　　⑶　剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　2019年６月28日

　　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　　⑴　減少する剰余金の項目およびその額

　　　　　繰越利益剰余金　　　　300,000,000円

　　　⑵　増加する剰余金の項目およびその額

　　　　　別途積立金　　　　　　300,000,000円
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　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

　　 　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同じ。）

全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　　 　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特

段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。

　　 　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当    
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

1 瀧
たき

上
がみ

亮
りょう

三
ぞう

（1956年３月23日生）

1996年12月

2000年６月
2004年６月
2005年６月

2008年６月

2010年６月

2013年１月

2015年４月

2016年４月

丸定産業株式会社
代表取締役社長
当社監査役
当社取締役経営企画室長
当社取締役
監査室長兼経営企画室長
当社常務取締役
監査室長兼経営企画室長
当社取締役
経営企画室長兼海外事業担当
当社取締役経営企画室長
兼営業本部海外事業管掌
当社取締役会長グループ関連
事業管掌兼海外事業管掌
現在に至る
丸定産業株式会社
代表取締役会長
現在に至る

株

34,157 

2 瀧
たき

上
がみ

晶
まさ

義
よし

（1961年12月１日生）

1990年４月
1997年６月
1998年６月
1999年10月
2004年６月

2006年６月

2007年４月

2007年６月

2008年６月

2010年６月

当社入社
当社取締役営業部部長
当社取締役名古屋支店長
当社取締役東部営業部長
当社取締役兼執行役員
東部営業グループ長
当社取締役兼執行役員
営業本部長兼名古屋支店長
当社取締役兼執行役員
営業本部長兼名古屋支店長
兼企画管理室長
当社取締役兼執行役員
管理本部管掌兼企画管理室長
当社常務取締役
企画管理室管掌兼生産本部管掌
兼工事本部管掌
当社代表取締役社長
現在に至る

株

49,513
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当    
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

3 小
こ

山
やま

研
けん

造
ぞう

（1959年３月21日生）

2012年５月

2015年４月
2016年６月

2018年４月

2019年４月

瀧上建設興業株式会社　
取締役
当社執行役員保全本部長
当社取締役兼執行役員
保全本部長兼工事本部管掌
当社取締役兼常務執行役員
保全本部長兼工事本部管掌
当社取締役兼常務執行役員
社長補佐兼コンプライアンス
統括兼保全本部長
現在に至る

株

1,000

4 瀧
たき

上
がみ

定
さだ

隆
たか

（1965年８月３日生）

2009年４月
2010年４月
2012年３月

2013年４月
2015年４月

2015年６月

2017年４月
2019年４月

当社入社
当社管理本部総務グループ部長
当社管理本部副本部長
兼総務グループ長
当社執行役員管理本部長
当社執行役員管理本部長
兼生産本部購買グループリーダー
当社取締役兼執行役員管理本部長
兼生産本部購買グループリーダー
当社取締役兼執行役員管理本部長
当社取締役兼常務執行役員
鉄構本部長
現在に至る

株

29,208 

5 丸
まる

山
やま

誠
せい

喜
き

（1958年１月13日生）

1980年４月
2005年７月
2007年６月
2009年４月
2010年６月

2014年４月

2014年６月

2016年４月

当社入社
当社営業本部大阪支店部長
当社営業本部大阪支店長
当社営業本部東部営業グループ長
当社営業本部副本部長
兼東京支店長
当社執行役員営業本部長
兼鉄構営業グループリーダー
当社取締役兼執行役員営業本部長
兼鉄構営業グループリーダー
当社取締役兼執行役員営業本部長
現在に至る

株

200
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当    
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

6 織
お

田
だ

博
ひろ

孝
たか

（1958年４月10日生）

1994年４月
2005年７月

2009年６月

2010年４月
2011年４月
2011年７月

2013年４月
2014年４月
2016年６月

2019年４月

当社入社
当社生産本部技術設計グループ長
兼開発チームリーダー兼監査室担当
当社生産本部設計グループ長
兼技術企画グループ副グループ長
当社企画管理室技術企画グループ長
当社企画管理室技術開発グループ長
当社企画管理室副室長
兼技術開発グループ長
当社企画管理室副室長
当社執行役員企画管理室長
当社取締役兼執行役員企画管理室長
兼新規事業開発室管掌
当社取締役兼執行役員企画管理室長
兼管理本部管掌兼新規事業
開発室管掌
現在に至る

株

200

7 武
む

藤
とう

英
えい

司
じ

（1961年８月28日生）

1986年４月
2007年６月
2009年４月
2009年７月
2010年４月
2013年４月

2014年４月

2015年４月
2017年４月
2018年４月
2018年６月
2019年４月

当社入社
当社品質管理室長
当社生産本部生産管理グループ長
当社生産本部生産グループ担当部長
当社生産本部生産管理グループ長
当社生産本部副本部長
兼設計グループリーダー
当社生産本部副本部長
(設計・管理担当）
兼設計グループリーダー
当社執行役員生産本部長
当社執行役員生産本部長兼工場長
当社執行役員鉄構生産本部長
当社取締役兼執行役員鉄構生産本部長
当社取締役兼執行役員工事本部長
現在に至る

株

0

8

※

伊
い

藤
とう

竜
たつ

也
や

（1957年12月17日生）

1981年４月
2010年４月

2012年12月
2014年４月
2016年４月
2019年４月

当社入社
当社工事本部工事グループ
工事チーム部長
当社工事本部工事グループ部長
当社工事本部副本部長
当社執行役員工事本部長
当社執行役員生産本部長
現在に至る

株

0

（注）１．※印は新任の取締役候補者であります。

　　 ２ ．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　 　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願い

いたしたいと存じます。

　　 　なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。

　　 　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当    
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

1 山
やま

本
もと

敏
とし

哉
や

（1951年８月27日生）

1974年４月
2004年５月

2006年２月
2007年４月
2007年６月

2008年４月
2008年６月
2009年１月

2009年４月
2010年６月

2012年４月

2013年４月

2015年４月

2015年６月
2016年４月

2017年４月

2018年４月

2018年６月

2019年４月

当社入社
当社営業本部名古屋支店部長
兼静岡営業所長
当社営業本部企画グループ長
当社企画管理室企画グループ長
当社企画管理室副室長
兼企画グループ長
当社生産本部長
当社執行役員生産本部長
当社執行役員生産本部長
兼半田工場長
当社執行役員生産本部長
当社取締役兼執行役員管理本部長
兼生産本部管掌
当社取締役兼常務執行役員
管理本部長兼生産本部管掌
当社取締役兼常務執行役員
生産本部長兼管理本部管掌
当社常務取締役生産本部管掌
兼管理本部管掌
当社常務取締役生産本部管掌
当社専務取締役
社長補佐兼生産本部管掌
当社専務取締役
社長補佐兼コンプライアンス統括
兼生産本部管掌
当社専務取締役
社長補佐兼コンプライアンス統括
兼鉄構生産本部管掌
当社専務取締役
社長補佐兼コンプライアンス統括
当社専務取締役生産本部管掌
現在に至る

株

1,600 
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当    
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

2

※

長
は

谷
せ

川
がわ

 和
かず

 彦
ひこ

（1952年６月５日生）

1990年７月

1990年10月
1991年１月
1994年５月
1996年４月

1998年５月
2000年７月

2001年５月
2002年６月

2003年５月

2003年11月

2005年５月
2005年６月
2006年１月

2008年６月
2016年７月

株式会社三菱銀行
（現株式会社三菱UFJ銀行）
人事部部長代理
同行企画部部長代理
同行企画部次長
同行御茶の水支店長
株式会社東京三菱銀行

（現株式会社三菱UFJ銀行）
人事部次長
同行人事部副部長
同行法人営業人事室長
兼人事室主任調査役
同行営業第一本部営業第三部長
同行執行役員営業第一本部
営業第三部長
同行執行役員本部賛事役

（人事室担当）委嘱
同行執行役員リテール営業
部長委嘱
同行執行役員本部賛事役委嘱
同行常勤監査役
株式会社三菱東京UFJ銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)
常勤監査役
三菱地所株式会社常勤監査役
学校法人北里研究所常任理事

株

0

3

※

飯
いい

田
だ

英
ひで

郎
お

（1954年３月３日生）

2001年７月

2004年７月

2004年10月

2006年４月
2006年７月

2007年４月

2007年７月
2009年７月
2011年６月
2013年６月
2016年４月

中部電力株式会社岐阜支店
総務部長
同社人事部付海陽学園（仮称）
設立準備委員会出向
同社人事部付海陽学園設立
準備財団出向
同社人事部付海陽学園出向
同社人材開発センター総括
グループ主幹
同社人材開発センター総括
グループ主幹兼改革推進
グループ主幹
同社参与監査役室長
同社執行役員岐阜支店長
株式会社中電オートリース取締役
同社常務取締役
同社専務取締役

株

0

（注）１．※印は新任の取締役候補者であります。

　　 ２ ．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はあり

ません。
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　　 ３．長谷川和彦および飯田英郎の両氏は、社外取締役候補者であります。

　　 ４ ．長谷川和彦氏は、大手銀行等の役員を歴任され、監査役として豊富な経験と

見識を有しており、それらを当社の監査体制に活かしていただくため、監査等

委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

　　 ５ ．飯田英郎氏は、長年にわたって電力会社の業務に携わられ、事業会社の運営

全般について豊富な経験と見識を有しており、それらを当社の監査体制に活か

していただくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするもの

であります。

　　 ６ ．当社は、長谷川和彦および飯田英郎の両氏の選任が承認された場合、当社と

両氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する

予定であります。

　　 ７ ．当社は、長谷川和彦および飯田英郎の両氏の選任が承認された場合、両氏を

東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

両取引所に届け出る予定であります。

　第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　　 　本総会の終結の時をもって、任期満了により退任される監査等委員である

取締役廣村　修氏、原澤隆三郎氏、石川　正氏に対し、その在任中の労に報

いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈

呈することといたしたいと存じます。

　　 　なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査等委員である取

締役の協議にご一任願いたいと存じます。

　　 　退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏　　名 略　　歴

廣
ひろ

　村
むら

　　　修
おさむ

2013年６月

2017年６月

当社常任監査役（常勤）

当社取締役監査等委員(常勤)

現在に至る

原
はら

　澤
さわ

　隆
りゅう

三
さぶ

郎
ろう

2015年６月

2017年６月

当社監査役

当社取締役監査等委員

現在に至る

石
いし

　川
かわ

　　　正
ただし

2015年６月

2017年６月

当社監査役

当社取締役監査等委員

現在に至る

以上
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書

計 算 書

計 算 書

計 算 書

計 算 書

計 算 書 に 計
書

計 書

書

定 株主 会 ご通知添付書類



． に

に

　　 　 の お その

　　　当 会計 度にお るわが は、 を とした

の が の収 を させており、それ の を受 て、

の 行きの が ま ています。し しなが 、

の の期 、 の としての な に り、

引き き として、 な 基 が くものと れてお

ります。

　　　 につきましては、 は 期 に り、

期は 会社 の が した で、 と

なりました。当社におきましては、 に した 、

通 での の受 に が れ、 では、 を

て の 願で りました 取 の 規 を受 できたこと

、 度を きく る の受 となりました。

　　　 につきましては、 を とする基 方 のもと、

算 を した選別受 に た 、 等の受 に り、

の受 となりました。

　　　この うな の で、当社 の当 会計 度にお る 受

は となり、 会計 度と比 て となりまし

た。

　　　主な受 は、 につきましては、 方 の

な に 、 の 、

支 の り う、 につきましては、

の 、 の こう 、

につきましては、 の 取

な で ります。

　　　また、 につきましては、 となり、 会計

度と比 て となりました。

　　　当 会計 度に 計 いたしました主な は、 につきまし

ては、 の 、 都 の

、 支 の り う、

　
　　　　　　　　　　



支 知 のり くう 、 につ

きましては、 の 同 、 の

、 につきましては、 方 の

、 の 置 な で ります。

　　　 につきましては、 会社株主に する当期 は

となり、 会計 度と比 て となりました。

　　 　 す き

　　　 社が している の において という を り る

と、「 」 「 」な の が した で り、

この の わりにな て う く の が 認 されてま

いりました。 においては その の は

で るとともに、 た 、特に の に して

は 規 が されると れており、 際に と されており

ます。

　　　当社といたしましては、 の で た「 」を分 し、

に できる うな の を してまいります。

においても、 に した「 」を、 会社で る

の 社 に わせて、同 に し、「 の の

」とすることで、 の受 だ でなく、 に 当社

の を に していく です。

　　　また、 、 に 規 につきましては、「 だ

に ない づくり」のた に、引き き ててまいります。

　　　 に、 に当社 が した に して申し ます。

、株主様を 取引 に なご 配 ご を

お したことを くお いたします。 お そ にわた て

した「 証 会」が、 をも て し、

の 会に されました。し しなが 、 の

を させることなく、「 の は の

に る」という 会の を も に受 てまいる です。

　　　株主の 様にお れましては、 なお のご支 ご を ります

うお願い申し ます。



金

　　　特 す き は りませ 。

　　　当 会計 度において いたしました 等の主なものは、

のた の 置の と のた の

の 等で ります。なお、 金は て 金でま

な ております。

　　 　 の お の の 金額

　　分
期

期

期

期

期

期

期
当 会計 度

期

受

会社株主に する
当 期

株当たり当期

額

お 受 の

金額 、比

　 　別 　 　
会計 度

　 　
受　 　

会計 度

　 　

　　　

　　　

　　　計

送

その の

計



　　 当社は、 株当たり当期 は、期 行 株式 数

株式数を に基づき算 しております。

　　　　 当社は、 付で 通株式 株につき 株の で株

式 を行 ております。 期の期 に当 株式 が行われた

と 定して、 株当たり当期 を算定しております。

　　　　 「株式 付 株式 付 」 度に する

行株式会社 が する 社の株式

は、 株当たり当期 の算定 、期 株式数の計算において

する 株式に ており、また、 株当たり 額の算定 、

期末 行 株式 数 する 株式数に ております。 株

当たり当期 の算定 、 した当 株式の期 株式数

は、当 会計 度において 株で り、 株当たり 額

の算定 、 した当 株式の期末株式数は、当 会計 度に

おいて 株で ります。

　　 　当社の お の の 金額

　　分
期

期

期

期

期

期

期
当 会計 度

期

受

当期

株当たり当期

額

　　 当社は、 株当たり当期 は、期 行 株式 数 株

式数を に基づき算 しております。

　　　　 当社は、 付で 通株式 株につき 株の で株

式 を行 ております。

　　　　　　 期の期 に当 株式 が行われたと 定して、 株当たり当

期 を算定しております。

　　　　 「株式 付 株式 付 」 度に する

行株式会社 が する 社の株式は、

株当たり当期 の算定 、期 株式数の計算において

する 株式に ており、また、 株当たり 額の算定 、期末

行 株式 数 する 株式数に ております。

　　　　　　 株当たり当期 の算定 、 した当 株式の期

株式数は、当 会計 度において 株で り、 株当たり

額の算定 、 した当 株式の期末株式数は、当 会計 度

において 株で ります。



　　 　 会社の

　　　　 当 は りませ 。

　　 　 な 会社の

会　　　 社　　　 　 　金 当社 比 主 な

定 株 式 会 社
の

の

株 式 会 社 、 等の

定 株 式 会 社
、 、その

の 送

株式会社
、 、 、

その の

株 式 会 社 の

株式会社
、 用 、

等の 計

　　 当社は、 付 で株式会社

の株式を取 し、 会社としております。

　　　当社 は 、 、 、その の 計 お

、これ に付 する の と の 計 を行 てお

ります。 の は のとおりで ります。

　　

　　　 の 計 を行 ております。

　　

　　　 に を行 ております。

　　

　　　 の 、 お その の を行 ております。

　　 送

　　　 その の 送を行 ております。

　　

　　　 用 付 等の 計 を行 ております。



　　 　当 社

知

支
支 都
支

、 、 、 、 、 、

社 、 知

　　 　 会社

定 株式会社 知 社

株式会社 知 社

定 株式会社 知

株式会社 知

株式会社 知

株式会社 知

　　 　 の

　　 　　 　　数 会 計 度 末 比

　　 　当社の

数 期末比 数



． に
株

株

　　　　　　　　　　　　 株式 株を く

10

株　　主　　 　　株　　数 株 比

株 式 会 社 株

株 式 会 社

株 式 会 社

　

株式会社 行

金 株 式 会 社

　

　　 株比 は 株式 株 を して計算しております。

　　　　 株式には、「 株式 付 」 度の として
行株式会社 受

行株式会社 が する 株は まれており
ませ 。

　　　　 金株式会社は、 をも て 株式会
社に社 しております。

に

　　特 す き は りませ 。



． に

　　 お 当 な兼 の

取 会
兼

定 株式会社 取 会

取 社

取
社 兼

取 兼 行
兼

取 兼 行

定 取 兼 行

取 兼 行
兼 規

取 兼 行

　 取 等

隆 取 等 株式会社 社

　 取 等

　　 取 隆 お 　 は、社 取 で ります。ま
た当社は を、 証券取引 お 証券取引 の定 に
基づく として 定し、 取引 に ております。

　　　　 当社は、 等 会の の 収 の 、
等との な を るた 、 等 を選定して

おります。
　　　　 の 期定 株主 会において、

が取 に たに選 され、 いたしました。
　　　　 当 度にお る取 の 当等の は の通りで

す。

　　

　 　 　
取 兼 行

兼
取 兼 行

兼

　　　　 取 を兼 しない 行 は、 のとおりで ります。

　　 　　 　　当

行 　 　 　

行 　 　 　 兼 支



　　　当社は、社 取 の と、会社法 の規定に基づき、会

社法 の を 定する を しております。当

に基づく の 度額は、会社法 に定 る額

としております。

　　　当 度に る取 お の 等の額

　　分 支 数 支　 　額

取 等 を く

取 等
う 社 取 分

計

　 取 の支 額には、使用 兼 取 の使用 分 は まれ
ておりませ 。

　　　 等の 額には、当 度に る 引当金の
額 取 等 を く 、取

等 が まれております。
に

　　 　 の法 等との な兼 に する

　　　　　取 隆 は株式会社 の社 で ります。当社

と同社との に な取引は りませ 。

　　 　当 度にお る主な

　分 　 主　　な　　 　　 　　 　　

取

等
隆

当 度 に された取 会 てに し、
また、 等 会 の てに しております。
した取 会においては、 の会社の としての知

に基づき、 告 に し を行
ております。また、 した 等 会においては、

等 として行 た の 告をし、 の 等
が行 た について するとともに、 に
て社 の を ております。

取

等
　

当 度 に された取 会 てに し、
また、 等 会 の てに しております。
した取 会においては、 の会社の としての知

に基づき、 告 に し を行
ております。また、 した 等 会においては、

等 として行 た の 告をし、 の 等
が行 た について するとともに、 に
て社 の を ております。



． 計
計

　　　 法

当 に 計

　　 　当社が支払う き 認会計 法 の についての 等の額

　　　　　　　　

　　 　当社お 当社 会社が会計 に支払う き金 その の の

の 計額

　　　　　　　　

　　　 当社と会計 との の において、会社法に基づく

と金 取引法に基づく の 等の額を 分してお

りませ ので、 の 等の額にはこれ の 計額を し

ております。

　　　　　 等 会は、会計 の 計 の 、会計 の

行 お もりの算定 な が で る う

について な 証を行 た で、会計 の 等の額に

ついて同 することが 当で ると いたしました。

計

　　　会計 が会社法 の のい れ に 当すると認

れる 、 等 の同 に り 等 会が いたします。

　　　また、 の の 、会計 の 、 を する の

に り、 な の 行が で ると認 れる 、 等 会

が、会計 の または に する の を 定し、これを株

主 会に いたします。

． 当

　　　　当社は、取 会の の 行が法 お 定 に することを確

するた の 、その 会社の の を確 するた に な に

ついて、 等 会 置会社 の 行に い、 付でそ

の基 方 の を し、 のとおりといたしております。

に

　　　　　　当社お 当社 会社 「当社 」という。 は、

の確 をは とする としての社会 を たし、社会

される づくりを するた に「 行 規 」を定 、

行 の基 方 とする。また、その を るた に、 の

る社 の で る が を定期 に し

の を するとともに、 な

会を として の を に する。なお、



は取 会お 等 会に定期 に 告する。また、法

の る行 等について が を行う として

社 通 度を 置 する。

に に

　　　　　　取 の 行に る を 書に し、その お

に する を 書 規 に定 、取 の に して

に するものとする。

に

　　　　　　当社 は、 、 、 、 お

等に る について、それ れの 当 にて、規

の 定、 の 、 の 配 等を

行うものとし、当社 の の お

は お が行うものとする。 たに た

については、 に を定 る。

に

　　　　　　取 会は取 、社 が する当社 の を定 、

当取 はその のた に の 行 計 お

分配を た な の方法を定 、取 会が定期 に

を し、 を す を する。

当 に

　　　　　　当社 社にお る の を し、当社

社 での に する 、 の 、 の

等が に行われる を を する。また、当社

社に して が を し、その を当社

社の取 会に 告する。

に に

に

　　　　　　 等 会は、 お の に に

な を することができるものとする。なお、 等 会の

の を確 するた 、 等 会 り に な

を受 た はその に して、取 、 等の

を受 ないものとする。

に

に

　　　　　　当社 の取 または使用 は、 等 会に して、法

定の に 、当社 に な を す 、

の 等をす に 告する を する。 等 会に

告した は、当 告をしたことを として な取 いを受

ないものとする。



について に に

　　　　　　当社は、 等 がその の 行について 用の を行 た

ときは、 に する。

に

　　　　　　 等 会と 取 との の定期 な 会を 定す

る。

に

　　　　　　 に した 等 に する につい

ては、引き き、 会が とな て の に

取り でまいりました。これ の取り については、

証 会において し、 の定 の

証を行 てまいりました。 証 会のこれまでの

を してまと た 証 告書 を 付 で受

領しました。 証 告書では、 の 行 の 証に 、

当社の の を した について

を受 ました。また、 会を し、 の

会 の について同 いただ たこと 、

の取 会において、 会の について し、同 付「

証 会」 「 会」の に する

お知 せ において いたしました。

　　　　　　 で る「 」は、 に して法 等

を当 度において し、その を書 で 取 に

告しました。また、金 取引法に基づく「 告に る

の の 」を しました。

　　　　　　当社取 が 会社取 を兼 し、 会社の 行 を

するとともに、 が当 度において、

を しました。

　　　　　　 等 は、当社お 会社の に な に

ついて 告を受 るとともに、取 会 会 等 な会

し、 行が になされている を確認しました。また、

に同行 し を行い、 を行 てまい

りました。

この 告に の金額お 株式数は、 を り てて して
おります。



　　　　　　 金　　　額 　　　　　　 金　　　額

金 金

受 取
収 金等

証 券

支 金

そ の

引 当 金

定

そ の

証 券

そ の

引 当 金

22,031,935

22,442,735

12,643,972

40,323

9,758,439

44,474,670 計

計

計

計

支 払
払 金 等

払 用

払 法 税 等

受 金

引 当 金

引 当 金

引当金

引 当 金

そ の

税 金

引当金

引 当 金

付に る

株 式 付 引 当 金

そ の

金

金

金

株 式

計

その 証券 額金

付に る 計額

4,738,363

4,021,310

8,759,673

31,893,706

3,821,289

35,714,996

44,474,670



計算書
　
　

284,175

628,197

675,699

446,660

収

用

特 別

特 別

受 取 配 当 金

収

そ の 収

支 払

株 式 付 用

用

定

証 券

会

の の れ

金

定

定

会

に る

そ の 特 別

金 当

法 税、 税 税

法 税 等 額

当 期

に
当

　　　　　　　　 金　　　　　　　　額

計算書
　
　



計算書
　
　

株　　主　　 　　

金 金 金 株式 株主 計

当 期

会計 度 の 額

金の配当

会社株主に する
当期

株式の取

株式の 分

株主 の の
会計 度 の 額 額

会計 度 の 額 計

当 期 末

その の 計額

計その 証券

額金

付に る

計額

その の

計額 計

当 期

会計 度 の 額

金の配当

会社株主に する
当期

株式の取

株式の 分

株主 の の
会計 度 の 額 額

会計 度 の 額 計

当 期 末



計算書 に

の に する

　 　 会社の

　　　　 会社の数　　　　　 社

　　　　 会社の 　　　　 、 定 、 定 、

　　　　　　　　　　　　　　　　 、 、

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　当 会計 度において、 たに株式会社 の 株

式を取 して 会社 をし、当 会社 その 会社で る 会社

を 会社として の に ております。

　　　　なお、 会社 は、当 会計 度期 に株式会社

と したた 、 の いております。

　 　主 な 会社の 等

　　　　 、

　　　　 、

　　　　

　 　 の いた

　　　　 の 会社は、い れも 規 で り、 計の 、 、当期

分に う額 金 分に う額 等は、い れも

計算書類に な を していないた で ります。

分法の 用に する

　 　 分法を 用していない 会社 会社の

　　　　 会社数　　　　　 社

　　　　 会社の 　　　 、

　　　　　　　　　　　　　　　　 、

　　　　 会社数　　　　　　　 社

　　　　 会社の 　　　　　

　 　 分法を 用しない 　　 分法を 用しない 会社 社 会社

社は、それ れ当期 分に う額

金 分に う額 等に す が

で り、 つ としても がないた で

ります。



会計方 に する

　 　 証券の 基 方法

　　　　 期 の 券　　　 法 定額法

　　　　その 証券

　　　　　 の るもの　　　　期末 の 等に基づく 法 額は、

法に り し、 は、

法に り算定

　　　　　 のないもの　　　　 法に る 法

　 　たな の 基 方法

　　　　 　　　　　　主として 法に る 法 額に

ついては収 の に基づく の方法

　　　　 支 金　　　　　 別法に る 法

　　　　 　　　　　　　主として 法に る 法 額に

ついては収 の に基づく の方法

　 　 定 の の方法

　　　　 定 を く 　定 法

　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、 に取 した

を く に に

取 した については、定額

法を 用しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　また、 に取 した 定

については、 度額まで が した

で 等 する方法を 用しており

ます。

　　　　 定 を く 　定額法

　　　　　　　　　　　　　　　　なお、 社 用の については、社 に

お る 用 期 に基づく定額法を 用

しております。

　　　　

　　　　　 取引に る

　　　　　　　　　　　　　　　　 期 を 用 数とし、 額を とする定

額法を 用しております。

　 　引当金の計 基

　　 引当金は、 その これ に る の れに る に る

た 、 については に り、 等特定の につい



ては、 別に 収 を し、 収 額を計 しております。

　　 引当金は、 に支 する に てるた 、 期支 額のう 当

会計 度の 額を計 しております。

　

　　 引当金は、 に支 する に てるた 、支 額に基づき計

しております。

　　 引当金は、 引 の に する 用に るた 、

の を基に 額を計 しております。

　　 引当金は、受 の に るた 、当 会計 度末の

のう の が まれ、 つ同 でその金額を に ることが

な について、その 額を計 しております。

　　 引当金は、 の 金の支 に るた 、 規に基づく期

末 支 額を計 しております。

　　 引当金は、 の 用に るた 、

が している 金等を基に 用 額を計 しております。

　　 株式 付引当金は、株式 付規 に基づく の当社株式の 付に るた 、

当 会計 度末にお る株式 付 の 額を計 しております。

　 　収 用の計 基

　　　　 の計 基 は、当 会計 度末までの 分について の確

が認 れる については 行基 の の りは 比

例法 を、その の については 基 を 用しております。

　 　その 計算書類 のた の基 となる な

　　 付に る会計 の方法

　　　　 付 額の期 方法

　　　　　　 付 の算定に たり、 付 額を当 会計 度末までの

期 に させる方法については、 付算定式基 に ております。

　　　　数 計算 の 用の 用 方法

　　　　　　 用は、 の の 期 の 定の 数

で、定額法に り した 会計 度 を行 ております。

　　　　　　数 計算 の は、 の の 期 の 定の



数 で、定 法に り の 会計 度 を行

ております。

　　　　 規 等にお る 法の 用

　　　　　　 会社は、 付に る 付 用の計算に、 付

に る期末 都 支 額を 付 とする方法を用いた 法を

用しております。

　　 税等の会計

　　　　 税等の会計 は、税 方式に ております。

　「 税 会計に る会計基 の 」の 用に う

　　「 税 会計に る会計基 の 」 会計基 　

。 「税 会計基 」という。を当 会計 度の期 用し、

税金 は その の の 分に し、 税金 は 定 の 分に

する方法に しております。

　 株式 付 にお る取引の 等

　　　当社は、 を とした として「 株式

付 」 「 度」という。 を しております。

　　 　取引の

　　　　 度は、当社が する金 を として 「 」という。

を 定し、 が当社 通株式 「当社株式」という。 の取 を行い、

のう 定の を する に して付 される に基づき、

を通 て当社株式を 付する で ります。

当 は、当社取 会が定 る株式 付規 に て、その 等に

て付 されるもので り、 に 付される当社株式の数は、付 された

数に て定まります。なお、 に る当社株式の取 金は、

額当社が するた 、 の は りませ 。

　　 　 に する 社の株式

　　　　 に する当社株式を、 にお る 額 付 用の金額を く。

に り、 の に 株式として計 しております。当 会計 度末にお

る当 株式の株式数 額は、 株 で り

ます。



に

定 の 計額　　　　　　　　　　　　　

に している 　　　　　　　　 証券　　　

期末 期

　　　期末 期 の は、 をも て しております。

　　　なお、当 会計 度末 が金 の で たた 、 の期末 期

が、期末 に まれております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受取 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支払 　　　　　

計算書に

行 株式に する

株式の 類 当 会計 度期 　 　 当 会計 度末

通株式 株 ― ―

配当に する

　 　配当金支払額

株式の 類
配当金の 額 株当たり

配当額
基

定 株主 会
通株式

取 会
通株式

　　 基 が の配当金の 額には、 株式 付

が する当社株式に する配当金 が まれております。

　　　　 基 が の配当金の 額には、 株式 付

が する当社株式に する配当金 が まれております。

　 　基 が当 会計 度に する配当のう 、配当の が 会計

度となるもの

定 株式の 類 配当の
配当金の 額 株当たり

配当額
基

定 株主 会
通株式 金

　　 配当金の 額には、 株式 付 が する当社株式に する

配当金 が まれております。



金 に

金 の に する

　　当社 は、 の 金を た 金 用については、 期 な 金

の い金 に 定しております。

　　受取 収 金等に る の 用 は、取引 ごとの

等を定期 に行 て を ております。

　　また、 証券 証券は主として株式で り、定期 に 行 の

等を しております。

　　なお、 取引については、 金 用規定に基づき 行 を行 て

おります。

金 の 等に する

　　 にお る 計 額、 これ の 額について

は、 のとおりで ります。

計 額
　額

　 金 金

　受取 収 金等

　 証券 証券
　　 期 の 券
　　その 証券

　支払 払金等

　 取引 ― ―

―
―

―
―
―

　　 に計 されているものについては、 　 で しております。

　　 金 の の算定方法 に 証券 取引に する

　　　　　 　 金 金、 に　 　受取 収 金等

　　　　　　　これ は 期 で されるた 、 は 額に 等しいこと

、当 額に ております。

　　　　　 　 証券 証券

　　　　　　　これ の について、株式は取引 の に ており、 券は取引

の は取引金 された に ております。

　　　　　 　支払 払金等

　　　　　　　これ は 期 で されるた 、 は 額に 等しいこと

、当 額に ております。

　　　　　 　 取引

　　　　　　　 を 分して 定することができない 金 の

については、取引金 された に ております。そ

の は、 期 の 券の に て しております。



　　　　 株式 計 額 は、 がなく、

つ を ることな ができ 、 を するこ

とが て と認 れるた 、「 　 証券 証券　その

証券」には ておりませ 。

に

等 の に する

　　当社 は、 その の において、 等 、

用 、 等の 用

を しております。

等 の に する

計 額
算 にお る

当 会計 度期 当 会計 度 額 当 会計 度末

　　 計 額は、取 計額を した金額で

ります。

　　　　 当期末の は、主として「 定 基 」に基づいた金額

等を用いて を行 たものを で ります。

当 に

株当たり 額　　　　

株当たり当期 　　　

　　 「株式 付 株式 付 」 度に する

行株式会社 が する 社の株式は、 株当

たり当期 の算定 、期 株式数の計算において する

株式に ており、また、 株当たり 額の算定 、期末 行 株

式 数 する 株式数に ております。

　　　　　　 株当たり当期 の算定 、 した当 株式の期 株式

数は、当 会計 度において 株で り、 株当たり 額の

算定 、 した当 株式の期末株式数は、当 会計 度におい

て 株で ります。

に

等

取 に る

　当社は、 の取 会に基づき、同 付で株式会社

の株式を取 しました。



の

　 　 取 の の

　　　 取 の 株式会社 その 会社 社

　　　 の 、 用 、 等の 計

　 　 を行 た主な

　　　当社 は、「 だ に ない を る」という のもと、

を する 、 な 基 を して な

を行 ております。

　　　株式会社 は、 用 付 等の 計

を行 ており、 い を として、 も当 分 において い

が し も期 できること 、当社 の収 が るも

のと 、株式取 をするもので ります。

　 　

　　　 なし取

　 　 の法 式

　　　 金を とする株式取

　 　 の

　　　 の は りませ 。

　 　取 した 比

　　　株式会社 の 比

　 　取 を 定するに た主な

　　　 金を とした株式取 に り、 取 の の を取 したこと

に ります。

計算書類に まれる 取 の の期

　　 なし取 を 期 会計期 末としているた 、 計算書には、

までの 取 の が まれています。

取 の取 の 類ごとの

　　取 用 金 　　

主 な取 用の 金額

　　 用等　

ののれ の金額

　 　 ののれ の金額　　　

　 　

　　　 に受 れた が取 を たた で ります。



　　　　　　 金　　　額 　　　　　　 金　　　額

金 金

受 取

収 金

証 券

支 金

そ の

定

そ の

証 券

会 社 株 式

会 社 金

期 払 用

そ の

引 当 金

17,955,739

20,482,021

8,898,956

33,723

11,549,341

38,437,761 計計

計

支 払

払 金

会社 期 金

払 用

払 法 税 等

受 金

引 当 金

引 当 金

引当金

引 当 金

そ の

税 金

付 引 当 金

引当金

引 当 金

株 式 付 引 当 金

そ の

金

金

金

その 金

金

金

その 金

金 金

別 金

金

算

その 証券 額金

6,893,134

2,672,869

9,566,004

25,041,289

1,361,250

399,555

26,036,128

 2,755,643

3,830,466

28,871,756

38,437,761

計



計 算 書

　　　　　　　　 金　　　　　　　　額

　
　

収

用

特 別

特 別

受 取 配 当 金

そ の 収

支 払

株 式 付 用

定

証 券

会

定

定

会

当

法 税、 税 税

法 税 等 額

当

194,625 

746,057 

775,058 

616,359 



計算書
　
　

株　　主　　 　　

金

金 金

　
金

その
金 金 計

　
金

その 金

金 計金
　 　金

別 金
金

当 期

度 の 額

金の配当

当期

株式の取

株式の 分

別 金の ―

株主 の の
度 の 額 額

度 の 額 計 ― ― ― ― ― ―

当 期 末

株　主　 　 算 額等
計

株式 株主 計
その 証券

額金
算

額等 計

当 期

度 の 額

金の配当

当期

株式の取

株式の 分

別 金の ― ―

株主 の の
度 の 額 額

度 の 額 計

当 期 末



計 に に

証券の 基 方法

　　　 期 の 券　　　　　　 法 定額法

　　　 会社株式 会社株式　　 法に る 法

　　　その 証券

　　　　 の るもの　　　　　　　期末 の 等に基づく 法 額

は、 法に り し、

は、 法に り算定

　　　　 のないもの　　　　　　　 法に る 法

たな の 基 方法

　　　 支 金　　　　　　　　 別法に る 法

　　　 　　　　　　　　　　　　　 法に る 法 額につ

いては収 の に基づく の方

法

　　　 　　　　　　　　　　 法に る 法 額につ

いては収 の に基づく の方

法

定 の の方法

　　 定 を く 定 法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、 に取 した

を く に

に取 した につい

ては、定額法を 用しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、 に取 した

定 については、 度額まで が

した で 等 する方法を

用しております。

　　 定 を く 定額法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、 社 用の については、社

にお る 用 期 に基づく定額

法を 用しております。

　　

　　　 取引に る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期 を 用 数とし、 額を とす

る定額法を 用しております。



引当金の計 基

　 　 引当金は、 その これ に る の れに る に る

た 、 については に り、 等特定の につい

ては、 別に 収 を し、 収 額を計 しております。

　 　 引当金は、 に支 する に てるた 、 期支 額のう 当期

の 額を計 しております。

　 　 引当金は、 に支 する に てるた 、支 額に基づき計

しております。

　 　 引当金は、 引 の に する 用に るた 、

の を基に 額を計 しております。

　 　 引当金は、受 の に るた 、当 度末の のう

の が まれ、 つ同 でその金額を に ることが な

について、その 額を計 しております。

　 　 付引当金は、 の 付に るた 、当 度末にお る

付 金 の 額に基づき計 しております。

　　　 付 額の期 方法

　　　　　 付 の算定に たり、 付 額を当 度末までの期 に

させる方法については、 付算定式基 に ております。

　　　 数 計算 の 用の 用 方法

　　　　　 用は、 の の 期 の 定の 数

で、定額法に り した 度 を行 ております。

　　　　　数 計算 の は、 の の 期 の 定の 数

で、定 法に り の 度 を行 ております。

　　　　　なお、 付に る 認 数 計算 の 認 用の会

計 の方法は、 計算書類にお るこれ の会計 の方法と な てお

ります。

　 　 引当金は、 の 金の支 に るた 、 規に基づく期

末 支 額を計 しております。

　 　 引当金は、 の 用に るた 、

が している 金等を基に 用 額を計 しております。



　 　株式 付引当金は、株式 付規 に基づく の当社株式の 付に るた 、

当 度末にお る株式 付 の 額を計 しております。

収 用の計 基

　　　 の計 基 は、当 度末までの 分について の確 が

認 れる については 行基 の の りは 比例法 を、

その の については、 基 を 用しております。

その 計算書類 のた の基 となる な

　　 税等の会計

　　　　 税等の会計 は、税 方式に ております。

　「 税 会計に る会計基 の 」の 用に う

　　「 税 会計に る会計基 の 」 会計基 　

。 「税 会計基 」という。 を当 度の期 用し、

税金 は その の の 分に し、 税金 は 定 の 分に

する方法に しております。

株式 付 にお る取引の 等

　　　「 株式 付 」に する については、 計算書類「

に同 の を しておりますので、 を しております。

に

定 の 計額

に している

　　　 証券

会社に する金 金

　　　 期金

　　　 期金

期末 期

　　　期末 期 の は、 をも て しております。

　　　なお、当 度末 が金 の で たた 、 の期末 期 が、

期末 に まれております。



受取 　

計算書に

会社との取引

　　　　 取引に る取引

　　　　　

　　　　　

　　　　　 用

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　 取引 の取引に る取引

計算書に

　　　 株式に する

株式の 類 当 度期 　 　 当 度末

通株式 株

　　 通株式の 株式の株式数の 株は、 株式の 取りに

る 株で ります。

　　　　 通株式の 株式の株式数の 株は、「株式 付

株式 付 」 度の に る 株で ります。

　　　　 通株式数には、「株式 付 株式 付 」 度の

として、 行株式会社 が

する当社株式 当 度期 株、当 度末 株 が ま

れております。

計に

税金 税金 の の主な 別の

　 税金

　　　 付引当金

　　　 引当金

　　　 引当金

　　　 引当金

　　　 引当金

　　　その

　　　 税金 計

　　　 引当額



　　　 税金 計

　 税金

　　　その 証券 額金

　　　 税金 計

　　　 税金 の 額

当 に

主 株主等

　
会社等
の

の
は

の
取引の

取引金額 期末
の

兼 等 の

そ
の が

の
数を

している会
社等 当
会社等の
会社を

類 兼 類 類
払金

会社 会社等

　
会社等
の

の
の

取引の
取引金額 期末

の
兼 等 の

会社
定

の
兼

支払
払金

金の
会社

期 金

支払

会社 の
兼

当社
の

金の
会社

期 金

支払

会社
兼

当社
の

金の
会社

期 金

支払

会社
定

送
兼 当社

の 送

金の
会社

期 金

支払

　　取引 取引 の 定方 等

　　 の金額のう 、取引金額には 税等が まれてお 、期末

には 税等が まれております。

　　　　　 類 については、 を して 期

のう 定しております。

　　　　　 は、当社 取 の その が

の 数を している 定の 会社で ります。



　　　　　 金の については、

に る で り、取引金額については、期 を しており

ます。

　　　　　 金の については、 金 を して に 定しておりま

す。

当 に

株当たり 額　　　　

株当たり当期 　　　

　　 「株式 付 株式 付 」 度に する

行株式会社 が する 社の株式は、 株当

たり当期 の算定 、期 株式数の計算において する

株式に ており、また、 株当たり 額の算定 、期末 行 株

式 数 する 株式数に ております。

　　　　　 　 株当たり当期 の算定 、 した当 株式の期 株式

数は、当 度において 株で り、 株当たり 額の算定

、 した当 株式の期末株式数は、当 度において

株で ります。

計算書 に 計 書

　当 法 は、会社法 の規定に基づき、 株式会社の

までの 会計 度の 計算書類、すなわ 、 、 計算

書、 株主 等 計算書 について を行 た。

計算書類に する の

　 の は、 が において に 当と認 れる 会計の基 に して 計

算書類を し に することに る。これには、 は に る な のない

計算書類を し に するた に が と した を 用する

ことが まれる。

の

　当 法 の は、当 法 が した に基づいて、 の 計算書類に

する を することに る。当 法 は、 が において に 当と認 れる

の基 に して を行 た。 の基 は、当 法 に 計算書類に な がな

い う について な 証を るた に、 計 を 定し、これに基づき を する

ことを ている。

　 においては、 計算書類の金額 について 証 を するた の が さ

れる。 は、当 法 の に り、 は に る 計算書類の な

の の に基づいて選択 用される。 の は、 の について

するた のものではないが、当 法 は、 の に際して、 に た な

を するた に、 計算書類の と な に する を する。また、

には、 が 用した会計方 その 用方法 に に て行われた りの

も としての 計算書類の を することが まれる。

　当 法 は、 の基 となる 分 つ な 証 を したと している。

　当 法 は、 の 計算書類が、 が において に 当と認 れる 会計の

基 に して、 株式会社 会社 なる の当 計算書類に る期

の の をす ての な において に しているものと認 る。

　会社と当 法 は 行社 との には、 認会計 法の規定に り す き
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も としての 計算書類の を することが まれる。

　当 法 は、 の基 となる 分 つ な 証 を したと している。

　当 法 は、 の 計算書類が、 が において に 当と認 れる 会計の

基 に して、 株式会社 会社 なる の当 計算書類に る期

の の をす ての な において に しているものと認 る。

　会社と当 法 は 行社 との には、 認会計 法の規定に り す き

はない。

　

監 査 監 査 報 告 書

株 式 会 社

　取 会　
法

定 社
行社 認会計

定 社
行社 認会計



計 書

監 査 監 査 報 告 書

株 式 会 社

　取 会　

　当 法 は、会社法 の規定に基づき、 株式会社の

までの 期 度の計算書類、すなわ 、 、 計算書、

株主 等 計算書 別 にその 書について を行 た。

計算書類等に する の

　 の は、 が において に 当と認 れる 会計の基 に して計算書

類 その 書を し に することに る。これには、 は に る な

のない計算書類 その 書を し に するた に が と し

た を 用することが まれる。

の

　当 法 の は、当 法 が した に基づいて、 の 計算書類 その

書に する を することに る。当 法 は、 が において に 当と

認 れる の基 に して を行 た。 の基 は、当 法 に計算書類 その

書に な がない う について な 証を るた に、 計 を 定し、

これに基づき を することを ている。

　 においては、計算書類 その 書の金額 について 証 を するた

の が される。 は、当 法 の に り、 は に る計算書類 そ

の 書の な の の に基づいて選択 用される。 の は、

の について するた のものではないが、当 法 は、 の に

際して、 に た な を するた に、計算書類 その 書の と

な に する を する。また、 には、 が 用した会計方 その

用方法 に に て行われた りの も としての計算書類 その

書の を することが まれる。

　当 法 は、 の基 となる 分 つ な 証 を したと している。

　当 法 は、 の計算書類 その 書が、 が において に 当と認

れる 会計の基 に して、当 計算書類 その 書に る期 の の

をす ての な において に しているものと認 る。

　会社と当 法 は 行社 との には、 認会計 法の規定に り す き

はない。
　

法
定 社

行社 認会計

定 社
行社 認会計

書

　当 等 会は、 までの 期 度にお る
取 の の 行について いたしました。その方法 につき のとおり 告い
たします。

の方法 その
　 等 会は、会社法 の に る に する取
会 の に当 に基づき されている について取

使用 等 その 用の について定期 に 告を受 、 に て
を 、 を するとともに、 の方法で を しました。

　 等 会が定 た の方 、 の分 等に い、会社の と の
、 な会 に し、取 使用 等 その の 行に する の 告を

受 、 に て を 、 な 書類等を し、 社 主 な におい
て の を しました。また、 会社については、 会社の取
等と 通 の を り、 に て 会社 の 告を受 ました。

　会計 が の を し、 つ、 な を している を 証
するとともに、会計 その の 行 について 告を受 、 に て
を ました。また、会計 「 の 行が に行われることを確 するた

の 」会社計算規 に る を「 に する 基 」
会計 会 等に て している の通知を受 、 に て

を ました。

　 の方法に基づき、当 度に る 告 その 書、計算書類
、 計算書、株主 等 計算書 別 その 書 に 計

算書類 、 計算書、 株主 等 計算書 につ
いて いたしました。

の
　 　 告等の
　 　 告 その 書は、法 定 に い、会社の を しく してい

るものと認 ます。
　 　取 の の 行に する の行 は法 しくは定 に する な

は認 れませ 。
　 　 に する取 会の の は 当で ると認 ます。また、当

に する 告の 取 の の 行についても、
す き は認 れませ 。

　 　計算書類 その 書の
　　　会計 法 の の方法 は 当で ると認 ます。
　 　 計算書類の
　　　会計 法 の の方法 は 当で ると認 ます。
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等

　 等 隆 は、会社法 に規定する

　　社 取 で ります。



書

　当 等 会は、 までの 期 度にお る
取 の の 行について いたしました。その方法 につき のとおり 告い
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　 等 会が定 た の方 、 の分 等に い、会社の と の
、 な会 に し、取 使用 等 その の 行に する の 告を

受 、 に て を 、 な 書類等を し、 社 主 な におい
て の を しました。また、 会社については、 会社の取
等と 通 の を り、 に て 会社 の 告を受 ました。
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会計 会 等に て している の通知を受 、 に て

を ました。

　 の方法に基づき、当 度に る 告 その 書、計算書類
、 計算書、株主 等 計算書 別 その 書 に 計

算書類 、 計算書、 株主 等 計算書 につ
いて いたしました。

の
　 　 告等の
　 　 告 その 書は、法 定 に い、会社の を しく してい

るものと認 ます。
　 　取 の の 行に する の行 は法 しくは定 に する な

は認 れませ 。
　 　 に する取 会の の は 当で ると認 ます。また、当
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まで

定 株主 会　　

期末配当金　　

配当金　　

そ　の　 　　この る は

　　　　　　　　 告して基 を定 ます。

都 の

行株式会社

　 都 泉

行株式会社　証券 行

　

取 は 行株式会社の 支 で行

ております。

株

告に り行います。　　　　　　　　　　　　　　

ただし その を ない に り 告に る

ことができない には、 都において 行する

に して行います。　　　　　　　　　　　　　

告 は のとおりで ります。　　　　　　　

． について

　　株主様の の る証券会社にお申 ください。

　　なお、証券会社に がないた 特別 が されました株主様は、特別

の で る 行株式会社にお申 ください。

． 配当金 いについて

　　株主 で る 行株式会社にお申 ください。

10．「配当金計算書」について

　配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基

づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類とし

てご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただ

いている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行なわれ

ます。確定申告を行う際の添付書類につきましては、お取引の証券会社にご確認

をお願いします。なお「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの株主様につ

きましても、配当の支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいておりま

す。
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本　　　　店

支　　　　店

　東 京 支 店

　大 阪 支 店

保 全 本 部

営　 業　 所

　札幌営業所

　仙台営業所

　静岡営業所

　名古屋営業所

　岐阜営業所

　広島営業所

　福岡営業所

工　　　　場

　本 社 工 場

　半田第二工場

愛知県半田市神明町一丁目１番地

東京都中央区湊一丁目９番９号

大阪市西区北堀江二丁目10番19号

名古屋市昭和区鶴舞二丁目19番22号

札幌市中央区南八条西二十丁目１番10号

仙台市青葉区一番町二丁目７番５号（飯田ビル）

静 岡 市 葵 区 伝 馬 町 11 番 地 の ６

名古屋市昭和区鶴舞二丁目19番22号

岐 阜 市 県 町 二 丁 目 12 番 地 12

（チサンマンション岐阜)

広島市中区八丁堀６番11号（グレースビル）

福岡市中央区赤坂一丁目12番６号（赤坂Ｓビル）

愛知県半田市神明町一丁目１番地

愛知県半田市日東町２番地の１

〒475-0826

〒104-0043

〒550-0014

〒466-0064

〒064-0808

〒980-0811

〒420-0858

〒466-0064

〒500-8176

〒730-0013

〒810-0042

〒475-0826

〒475-0033

電話（0569）89-2101

電話（03）3552-6681

電話（06）6532-5355

電話（052）882-5510

電話（011）561-5482

電話（022）267-3791

電話（054）252-1807

電話（052）882-5514

電話（058）212-3556

電話（082）227-6532

電話（092）741-1253

電話（0569）21-4111
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